
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年 休業４日以上の死傷災害発生状況 伊勢署】 

 令 和 ６ 年 令 和 ７ 年 前 年 比 

（ 死 傷 ） 死 亡 死 傷 死 亡 死 傷 

全 業 種 2 197 2 176 -21 -10.7％ 

製 造 業  28  35 +7 +25.0％ 

建 設 業  22 1 17 -5 -22.7％ 

道路貨物運送業  11  7 -4 -36.4％ 

林 業  4  2 -2 -50.0％ 

小 売 業  36  26 -10 -27.8％ 

社会福祉施設  29  23 -6 -20.7％ 

旅 館 業  14  16 +2 +14.3％ 

8
12

32
54

65
91

119

151

179
197

222
244

257 261 267

5
19

36
54

75
89

99
126

144

176
197

0

50

100

150

200

250

300

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 翌年

１月

翌年

２月

翌年

３月

【アンダー190伊勢 進捗状況】

令和６年 令和７年（速報値） 基準線（平成27年:過去最少） 単位：人
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【全産業・事故の型別】

令和６年 令和７年

令和７年  労働災害発生状況 
伊 勢 労 働 基 準 監 督 署 

速 報 値 

 伊勢労働基準監督署管内（伊勢市、

鳥羽市、志摩市、度会郡）において令

和７年１月１日から 10月末日に発生

した、休業４日以上の死傷者数（新型

コロナウイルス感染症に係る疾病者を

除く。）は、令和７年 10月末時点で、

死亡者数は２人、休業４日以上の死

傷者数は 176人となっています。 

業種別では、製造業（35人）が最

も多く、事故の型別では、転倒（52

人）が最も多くなっています。 

特に製造業では、多くの業種で労働

災害が減少している中、昨年同期より

増加している業種となっています。 

転倒等の行動災害のほか、機械等へ

のはさまれ・巻き込まれ災害も多く発

生しています。機械に異常が発生した

ときは、必ず電源を切ることを徹底し

ましょう。 

休 業 ４ 日 以 上 の 死 傷 者 数 

各 月 末 の 推 移 状 況 

単位：人 

令和７年 

１２月号 
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◎交通事故（令和７年 10月末時点で 18件発生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ◎飛来・落下（令和７年 10月末時点で８件発生） 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先  伊勢労働基準監督署 安全衛生課 

ＴＥＬ ０５９６－２８－２１６４ 

 

伊勢労働基準監督署からのお知らせ 検索 

 

伊勢署管内で発生した休業４日以上の労働災害のうち、交通事故（前年比+300%）及び飛来・落

下（前年比+125％）による負傷が、前年に比べて大きく増加しています。特に、交通事故は死亡者

１名となっています。改めて労働災害発生防止に取り組みましょう。 

伊勢署管内で交通事故等が昨年より増加しています！ 

伊勢署管内の労働災害は昨年同期より減少傾向にありますが、一部労働災害は増加しています。 

交通労働災害は、運送業等の運輸交通業のみならず、顧客先の訪問中な

どの第三次産業（新聞販売業、社会福祉施設など）や、工事現場に向かう

途中の建設業などで多く発生しています。 

 車やバイクは日常生活でも使用する身近な乗り物ですが、個々

の注意力に頼るのではなく、事業場として交通労働災害防止に取

り組むことが重要です。 

 交通事故発生状況やヒヤリハット事例を記載した交通情報マッ

プを作成するなどにより、安全教育を行いましょう。 

物体の飛来・落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあると

きは、防網の設置や立入禁止措置、保護具を使用させる等の措置

を講じる必要があります（安衛法第 537条、538条） 

〈管内の災害事例〉 

① 手に持っていたものを足の上に落として負傷 

   ☑ 安全靴を着用し、足元を保護しましょう。 

② クレーンで荷物を吊り上げていたところ、 

玉掛用具から荷が外れて足の上に落下 

※クレーンのフックに吊り荷を掛け外しする 

作業を「玉掛け」といい、資格等が必要です。 

☑ 資格者以外に玉掛作業を行わせないようにしましょう。 

・吊上げ荷重 1ｔ未満「玉掛け特別教育」 
 ・吊上げ荷重１ｔ以上「玉掛け技能講習」 

約６割が新聞や 
郵便配達中の 
二輪車事故です！ 

 

【交通情報マップ作成例】 


